
池田市 学校施設の長寿命化計画 

令和 年 月 

池田市教育委員会 



目 次

１ 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

① 背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

② 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

③ 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

④ 対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

２ 学校施設の目指すべき姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

３ 学校施設の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

① 学校施設の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

② 学校施設の老朽化状況の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

③ 施設整備費の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

４ 学校施設整備の基本的な方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

① 整備手法（長寿命化型整備への転換）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

② 学校施設の規模・配置計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

③ 長寿命化改修の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

④ 目標使用年数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

⑤ 長寿命化の改修の判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

⑥ 改修周期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

５ 長寿命化型整備の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

① 安全・快適な教育環境の実現・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

② トータルコストの縮減及び平準化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

③ 学校運営への影響の縮減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

６ 今後の課題、取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

① 情報基盤の整備と活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

② 推進体制等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

③ 国庫補助金、市債の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

④ フォローアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４



1 

１ 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

① 背景

平成28年3月に策定した「池田市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管

理計画」という。）において、本市の学校教育施設は、公共建築物である市有

施設全体のうち約5割を占め、延床面積約10.7万㎡を有している。そのうち学

校施設は、昭和40年代から昭和50年代の児童・生徒の急増期に建築された施設

が多く、約8割が築40年以上を経過した施設となるなど、今後の老朽化対策が

喫緊の課題である。 

学校施設は、老朽化が進むにつれ、更新需要が高まる中、国や地方自治体の

財政状況は厳しく、従来の整備方法では対応が困難となっていく見込みであ

る。 

このため、文部科学省は、全国の教育委員会に対し、令和2年度までに公立

学校施設に係る個別施設計画を策定し、学校施設の改修等について計画的に取

り組むよう求めている。 

本市においても今後、多くの施設整備を行う必要がある一方、人口減少や少

子高齢化の進展による社会構造の変化に伴い、本市の財政状況はより厳しくな

ると予想される。 

そうしたことから、学校施設を可能な限り長期に使用し、施設整備にかかる

コストを抑制することを考慮した学校施設整備の方針・計画を検討する必要が

ある。 

② 目的 

学校施設を従来型の改築（建て替え）中心とすると、今後、改築に伴う多額

の費用が短期間に集中し、財政に過大な負担が生じることとなる。このため、

施設整備に長寿命化という考え方を取り入れ、効率的なメンテナンスサイクル

の構築や予防保全的な改修等の実施により、施設の機能を維持しながら、これ

まで以上に長く使い続けることで、ライフサイクルコストの縮減、財政負担の

軽減と平準化を図ることが必要である。 

以上を踏まえ、上位計画である総合管理計画との整合を図りつつ「池田市学

校施設長寿命化計画」を策定する。 
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③ 計画期間

令和２年～令和４２年

ただし、社会情勢や教育環境の変化等への対応が必要となった場合には、

随時計画の見直しを行うものとする。 

④ 対象施設

本計画の対象となる学校施設は、小学校９校、中学校４校、義務教育学 

  校１校の校舎、体育館等とする。 
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２ 学校施設の目指すべき姿 

学校施設は、次代を担う児童・生徒が学習活動のために、多くの時間を過

ごす教育施設であることから、安心安全（災害・防犯等）で快適な教育環境を

確保するのはもちろん、変化する学習活動への適応性にも配慮することが求め

られる。また、学校施設は地域住民にとって生涯学習やスポーツの場として親

しまれるとともに、災害発生時には避難所となる役割を担っており、防災面で

の機能も期待されている。 

さらに、社会的な要請として、省エネ対応などの環境負荷の低減やユニバー

サルデザインに留意した施設にしていくことも求められている。 

児童・生徒数の減少に伴う余剰教室や余剰スペースについて、学校機能に配慮

した中で地域施設としての利活用を図ることも必要である。 
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３ 学校施設の実態 

①学校施設の現状 

１)学校施設の児童生徒及び学級数 

２)学校施設の保有量 

 学校施設の対象建物は５６棟で、延床面積は約１０．７万㎡。このう

ち、旧耐震基準(昭和５６年以前)の建物は４４棟で、全体の７９％を占

めている。 

 なお、補強工事が必要な施設(Is 値０．７未満の校舎、体育館等)は耐

震化を完了している。 
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築年別整備状況 

  ②学校施設の老朽化状況の実態 

   「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」(平成２９年３月文部科学

省)を参考に、構造躯体の健全性及び構造躯体以外の劣化状況等の評価を行

った。 

１)構造躯体の健全性の評価 

建物の築年数、コンクリート圧縮強度等を用いて評価した結果、旧耐震

基準の建物のうち、コンクリート最低圧縮強度(１３.５N/㎟)を下回る池

田小学校西校舎、緑丘小学校北棟・南棟については、今後改築も含め要検

討とした。 

それ以外の鉄筋コンクリート造の建物はいずれも最低圧縮強度を超え

ており、著しい腐食や劣化はないことが確認されたことから、新耐震基準

の建物を含め長寿命化に適する建物と評価した。 



6 

２)構造躯体以外の劣化状況等の評価 

ア 評価方法 

     屋根・屋上及び外壁は、技術職員等が目視で行った施設劣化状況調査

を基に、A、B、C、Dの４段階で評価した。 

イ 健全度の算定 

     健全度とは、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価

し、１００点満点で数値化した評価指標であり、①部位の評価点と②部

位のコスト配分を次のように定め、③健全度を１００点満点で算定し

た。 
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建物情報一覧表 
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③施設整備費の推移 

   過去の施設整備費は２０１４年から２０１８年分の平均値としているが、

耐震化・改築に加え、同時に行った小中学校への普通教室等の空調整備、施

設一体型小中一貫校整備が費用の多くを占めている。 

   今後、従来通りに大規模改造や改築を中心とした施設整備を行おうとす

ると、過去の平均施設整備費約１２．１億円/年の約１．４倍程度にあたる

約１６．７億円/年の施設整備費がかかることが見込まれる。 

※上記表は築５０年未満で建替えた場合のコスト。 

※改築の㎡単価は５０万円（過去実績より算定）と設定し、工事期間を改築は

２年、それ以外は１年として試算。 
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４ 学校施設整備の基本的な方針 

 ①整備手法(長寿命化型整備への転換) 

 従来型の事後保全中心の施設保全では、過去の平均整備の１．４倍程度の 

コストがかかることが見込まれ、老朽化した施設の更新が間に合わず、結果 

として全面的な改修が行われない状態が続く施設の増加が予想される。 

 現状においても、築５０年以上経過した施設が約４５％あり、内部や設備 

の劣化が著しい状況となっている。 

 このような課題を解決し、全ての学校で安全・快適な教育環境を実現する 

ため、トータルコストの縮減及び平準化が可能な施設の長寿命化型整備への 

転換を図る。 

 ②学校施設の規模・配置計画の方針 

   池田市における「児童・生徒数及び学級数の推移」を見ると、減少傾向に

あるものの、ほぼ横ばいとなる見込みとなっている。 

こうしたことから、基本的には学校施設の規模について、現状の 14 校を

維持するものとする。ただし、児童・生徒数及び学級数の減少を踏まえ、コ

ミュニティ機能等による利用に配慮しながら、一部校舎の用途廃止や減築な

どの検討を行っていくものとする。なお、将来的な更なる児童・生徒数及び

学級数の減少による適正規模校の維持困難な状況となった場合には、統廃合  

や小中一貫校等の検討を行っていくものとする。 

本市の学校施設 14 校は適正なバランスで市内に配置されており、原則と

して現在の配置を維持していくものとする。 

※児童・生徒数及び学級数の推移 
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③長寿命化改修の目的 

   長寿命化改修では、老朽した施設について、物理的な不具合を直し、施設   

  の耐久性を高めることに加え、施設の機能や性能を現在の学校が求められ 

ている水準まで引き上げる改修を行う。これにより、施設を将来にわたり長 

く使い続けることができ、工事費が大幅に縮減できる一方、機能性は改築と 

ほぼ同等となり、費用対効果は大幅に向上する。 

工事費を大幅に縮減できるのは、施設の構造部分である躯体を活かして 

改修することで、改築にかかる躯体の解体工事費及び新築工事費を縮減で 

きるためである。 

 ④目標使用年数 

   学校施設の多くは鉄筋コンクリートの建物で、鉄筋コンクリート造の躯

体が劣化すると、主にコンクリートの中性化やひび割れ、鉄筋の腐食などが

進行する。特に躯体を保護する外装材、塗装材などが経年劣化で機能低下す

ることが、躯体の健全性が失われる大きな要因となっている。 

このため、長寿命化改修では、コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対

策を行うこととし、特に雨水の侵入を防ぐ外装材、屋根材や耐久性のある塗

装材の活用を進める。文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定の手引きで

は、適切な維持管理がなされたコンクリート及び鉄筋の強度が確保される場

合には７０年～８０年以上の長寿命化も技術的に可能としている。本市では

全体的な更新コスト縮減の観点から、躯体の健全度を確認しつつできるだけ

長寿命化を図る改修を行う。 

築４０年程度までの間に長寿命化改修を行うことで、施設の物理的耐用 

年数を延ばし、その後４０年程度の使用が可能となるよう目標を設定する。 
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⑤長寿命化の改修の判断基準 

  長寿命化改修は施設の構造部分である躯体を再利用するため、その健全 

性が担保されている必要がある。そのため、必要に応じてコンクリートの圧

縮強度試験、中性化試験、鉄筋の腐食度などについて調査を行い、その結果

をもって長寿命化改修に適するかを判断する。 

本計画では、「構造躯体の健全性の評価」の項目でも触れたように、コン

クリート圧縮強度が１３．５N/㎟以下のものは長寿命化については要検討と

し、その他の施設については、長寿命化が可能と想定する。 

※コンクリート強度１N/㎟とは、１㎡あたり約１００ｔの圧力に耐えられ

ることを言い、（財）日本建築防災協会の耐震診断基準による耐震補強

の対象となる最低強度が１３．５N/㎟とされている。 

 ⑥改修周期 

   築２０年程度で１回目の大規模改修、築４０年程度で長寿命化改修、築６ 

０年程度で２回目の大規模改修、築８０年程度で改築を検討します。 
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５ 長寿命化型整備の効果 

 ①安全・快適な教育環境の実現 

   劣化が進む前に点検とそれに基づく計画的な予防保全を行うことにより、 

安全で快適な教育環境を確保する。 

 ②トータルコストの縮減及び平準化 

   長寿命化型の整備を行うことにより、従来型の改築中心の整備に比べ、年 

  間約２．４億円、４０年間で約９７億円のトータルコストを削減できる。 

 ※改築の㎡単価は５０万円（過去実績より算定）・工事期間は２年、長寿命

化改修の㎡単価は改築の６０％・工事期間は２年、大規模改修の㎡単価は

改築の２５％・工事期間は１年として試算。 

 ③学校運営への影響の軽減 

   長寿命化改修は、躯体を活用するため、改築に比べ工期が短いことから、 

学校運営への影響が軽減される。 
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６ 今後の課題、取り組み 

 ①情報基盤の整備と活用 

 公共施設の施設基本情報や光熱水費、修繕履歴情報、点検情報などを統一

フォーマットで管理する保全情報データベースを整理し、これまでの事後保

全から観察保全に向けての施設関連情報を一元管理していくものとする。 

②推進体制等の整備 

 総合管理計画の所管部である総合政策部による全庁的な基準・方針等を踏

まえながら、学校施設の整備・管理の所管である教育委員会事務局が中心と

なって、本計画をもとにした学校施設マネジメントを行っていくものとす

る。 

また、日常管理・点検の充実に向けては、施設管理・点検マニュアルなど

の整備を検討するとともに、マニュアルの実施に向けた研修会などにより、

不具合箇所の早期発見・早期改修によりランニングコストの低減を図ってい

くものとする。 

 ③国庫補助金、市債の活用 

  近年、老朽化により、施設の内装や設備面を改修工事する必要があるにも 

かかわらず、修繕で部分的な補修による対応しか出来ていないものが多くあ 

る。これらを長寿命化改修や大規模改修で実施することにより、費用は大き 

く変わらないものの、財源に国庫補助金や市債をより多く活用できるように 

なる。 

 今後も工事にあたっては、部位ごとに市の単独事業で行うのではなく、国

庫補助金や市債を多く活用出来る学校施設環境改善交付金などを可能な限り

活用していきたい。 

④フォローアップ 

本計画は、学校施設の改修等の優先順位を設定するものであり、実施に

あたっては改築等の庁内合意を得る中で、実施計画等での予算措置を行

い、事業実施を行っていくものである。こうしたことから、事業の進捗状

況や点検結果などを反映して計画をフォローアップし、必要に応じ計画の

見直しを図るものとする。 


